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 令和６年度 第１回 印西市総合教育会議 会議録 

        

日時:令和6年11月13日(水) 

    13時30分～14時40分 

                   場所：印西市役所農業委員会会議室 

１．開会 

２．市長あいさつ 

３．議題 

（１）原小学校過大規模校の対応について 

  ①これまでの経緯及び今後の見通し 

  ②今後の対応 

４．そ の 他 

５．閉会 

 

出席者(６名)  

印西市長 藤代 健吾 

印西市教育委員会 教育長 渡邉 義規 

印西市教育委員会 教育長職務代理者  寺田 充良 

印西市教育委員会 委員  豊田 光弘 

印西市教育委員会 委員  長尾 香奈 

印西市教育委員会 委員  屋敷  毅 

 

設置要綱第9条に基づく職員（４名） 

企画財政部長 米井 雅俊 

企画財政部企画政策課長 武藤  誠 

企画財政部企画政策課長補佐 草間 喜克 

企画財政部企画政策課政策推進係長 千葉井 豊 

 

設置要綱第10条に基づく職員（８名） 

教育委員会教育部長  三門 宜典 

教育委員会教育部教育総務課長 鈴木 圭一 

教育委員会教育部教育総務課長補佐 秋山 和俊  

教育委員会教育部教育総務課総務係長 清水 純一郎 

教育委員会教育部教育総務課整備係長 木﨑 和博 

教育委員会教育部学務課長 加藤 知巳 

教育委員会教育部学務課学校適正配置推進係長 小名木 俊宏 

教育委員会教育部学務課学校適正配置推進係主査 飯髙 崇史 
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(午後１時３０分) 

企画政策課長 

（進行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

 

本日はお忙しい中、総合教育会議にご出席をいただきまし

てありがとうございます。 

開会に先立ちまして、まず、資料の確認をお願いいたしま

す。 

本日の資料につきましては、会議次第、それから資料 1、

これまでの経緯、資料 2、今後の見通し、そして、印西市教

育大綱策定スケジュールでございます。不足などございませ

んでしょうか。 

続きまして報告が 2点ございます。 

まず、1点目ですが、こちらの会議につきましては規定によ

りまして公開とさせていただきます。本日の傍聴者は 3名で

ございます。 

2点目でございますが、会議録署名、また会議の録音でご

ざいます。 

会議録の署名につきましては、教育委員の皆様、名簿順に

輪番とさせていただきます。本会につきましては、寺田教育

長職務代理者にお願いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

また会議につきましては、全文筆記にて作成をさせていた

だきます。 

会議は録音させていただきますので、ご了承ください。 

報告は以上でございます。 

それでは、ただいまから令和 6年度第 1回印西総合教育会

議を開会いたします。 

初めに、主催者であります、藤代市長から挨拶をお願いし

ます。 

 

改めて、本日はご多忙の中ご出席いただきましてありがと

うございます。 

総合教育会議、今回初めての出席がお 3人ですかね。屋敷

委員と長尾委員です。 

総合教育会議は、国の制度としては平成 27年から導入さ

れていて、従来教育委員会は当然ながら、独立の存在として

あったわけですけれども、教育行政についても、当然取り巻

く環境整備含めて、市政との連携が大事だというところで、

こうした市長と教育委員会との協議調整の場ということで、

法律的に位置付けられたものだと理解しています。 

なかなか、この会議に限らず、どうしても定期的な報告で

あるとか、議論についても、ある程度一定の枠内の中での議
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論が多かったと思うのですけれども、私の市政運営上の方針

として、なるべくこのような会議についても、より皆さんと

ざっくばらんに協議、また調整ができるような場に変えてい

ければと思っているところです。今回もいろいろと事前に資

料等々の配布があったかと思いますけれども、あんまりとら

われずに、聞かれたこと、コメントしたいこと、意見したい

ことを言っていただければ幸いであります。 

今回、その中で議題として原小学校の問題について、取り

上げさせていただくことにしました。おそらく今までの総合

教育会議のあり方を踏まえるとあまりこの段階で、総合教育

会議の場に議題として上げるものではないステータスのもの

だと私は理解をしています。少しまだ、方針についても生煮

えというか、実は確定していないことが非常に多いものでも

あります。そもそも分離新設という方向性であるとか、その

中での用地であるとか、また、スキーム等々やスケジュール

もそうですけれども、まだまだ、検討中のものが多数ありま

す。ただ、やはりそのような段階のものから、しっかりと教

育委員の方々と議論をしながら、皆で考えていくということ

が大事だと、無理を言って今回は議題の方に上げさせていた

だいた次第です。 

また、本件について、傍聴で 3名、今いらっしゃっていま

すけれども、公開の議事録として残ることになります。私自

身として考えているのは、検討の過程といったものについて

も、しっかりと市民の方々に知っていただきたいという思い

もありまして、公開のこの会議で議論させていただきたいと

いう意味合いもあります。 

そのような意味では、かなりバタバタの中で、今回、日程

調整いただいているので、なかなか事前の案内も遅くなって

しまい、市民の方々の傍聴にもご迷惑をおかけし、事務方の

責任でなくて、ひとえに私の責任ですので、そこは今後の改

善点として、私としても改めていきたいなと思っているとこ

ろであります。 

なかなか言葉の整わないところがありますけれども、一

旦、今までの総合教育会議のあり方をリセットいただいて、

皆さんと一緒に新しい、この総合教育会議のあり方を作って

もらえばと思いますので、本日改めてよろしくお願いしま

す。 

私から以上になります。 

 

企画政策課長 ありがとうございました。それでは、会議に入ります。印西
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（進行） 市総合教育会議設置要綱第４条の規定により、会議の議長は

藤代市長にお願いいたします。 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

本日の議題は 1件です。原小学校過大規模校への対応とい

うことで、まず、①のこれまでの経緯及び今後の見通しにつ

いて、担当課からご説明いただきたいと思います。 

 

学務課長 本日お手元に配付しました資料 1のこれまでの経緯をご覧

ください。 

これまでの経緯を時系列にまとめてございますので、概要

を資料に従って説明いたします。 

まず、推計報告であります。住宅開発が見込まれ、児童生

徒数が大きく増加する可能性がある地区について、推計業務

を業務委託しております。令和 4年 7月、原小学校が令和 10

年度に 55学級、1813人となる中間報告がございました。 

続きまして対応方針の議論であります。 

推計業務委託の中間報告を受け、令和 4年 8月及び 10月

に印西市学校適正配置審議会を開催し、対応案を報告、意見

をいただいております。資料 1下段、参考①印西市学校適正

配置審議会において検討した対応案をご覧ください。案 1の

原小学校敷地内への増築から、案 6の西の原中学校敷地内に

原小学校分教室の設置までの 6案を報告し、意見をいただい

ております。検討結果につきましては、参考②の対応方針を

ご覧ください。当初、教育委員会では、運動場面積の減少を

一番の懸案事項としており、西の原中学校敷地内に原小学校

分教室の設置案を提案しておりました。しかしながら、学年

を分離してしまうことによる教育指導面や、学校運営面への

影響、通学における学校までの距離や、児童の安全面につい

ての指摘があったことから、原小学校敷地内への増築とした

ものでございます。なお、①印西市学校適正配置審議会にお

いて、検討した対応案の参考資料といたしまして、別添、お

手元の資料に配付してありますが、参考原小学校区における

施設教室不足の対応案において、それぞれの概要、検証をま

とめたものを添付させていただいております。説明について

は割愛をさせていただきます。再び、資料 1にお戻りくださ

い。 

続きまして、保護者の方々との意見交換で、令和 4年 11

月から 12月にかけ、計 3回、原小学校保護者と教職員の会

代表の方々へ、市の対応方針を説明いたしました。その際
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に、保護者の方々からのご意見をいただき、第 2校庭の整備

や、学区外就学におけるスクールバスの運行などを採用させ

ていただいております。いただいた意見を踏まえまして、令

和 5年 1月、原小学校及び原小学校区の 4・5歳児の就学前

の保護者を対象に、説明会を行いました。また、7月には、

増築と第 2校庭及びスクールバス運行について、事業概要が

まとまったことから、説明会を再び行いました。 

続きまして有識者との意見交換です。令和 5年 11月、第 1

回総合教育会議において、原小学校の過大規模校化の対応に

ついて、市長と教育委員の間で意見交換をいたしました。以

上のような経緯を踏まえ、令和 6年度には、第 2校庭の供用

を開始し、また、学区外就学を始めるとともに、スクールバ

ス運行を開始いたしました。また、令和 7年度には、第 3期

増築棟の供用開始を予定しております。以上、これまでの経

緯となります。 

続きまして資料 2、今後の見通しをご覧ください。 

令和 5年度推計に基づく、分離新設シミュレーションにつき

まして、ご説明いたします。表につきまして、原小学校のシ

ミュレーションを示してございます。上段に現状、下段に新

設校の学区を東の原 1丁目 2丁目 3丁目とした場合のシミュ

レーションを示しております。また、赤が過大規模校、黄色

が大規模校、青が小規模校を示しております。それでは説明

いたします。まず、今後の児童数の予測でございます。令和

5年度推計結果では、原小学校は令和 16年度まで過大規模校

の 33学級、令和 10年度及び 11年度にピーク 50学級を迎

え、令和 17年度からは大規模校の 29学級に転じる予測であ

ります。仮に分離新設するとして、新設校の通学区域を東の

原地区とした場合、新設校の通学区域内の児童は、令和 6年

度が適正規模校の 22学級、令和 8年度から大規模校の 26学

級となり、令和 9年度及び 10年度にピークの 27学級を迎

え、令和 11年度まで、大規模校の状況が続きますが、令和

12年度からは、適正規模校の 23学級となり、以降減少が続

く予測となっております。続きまして、分離後の原小学校に

おいては、令和 6年度は、適正規模校の 21学級、令和 8年

度から大規模校の 25学級となり、令和 12年度のピークに 28

学級を迎え、令和 14年度まで大規模校の状況は続きます

が、令和 15年度からは、適正規模校の 24学級となり、以降

減少が続く予測となっております。当該地区は、草深原地区

に開発可能な土地が残されていますが、近年開発が落ち着い

ていることから、令和 20年度以降も引き続き減少傾向が続
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くものと予測されております。 

続きまして課題でございます。原小学校は、大規模校化対

策として、学校敷地内に増築棟を建築しましたが、校庭面積

が基準に満たなくなり、第 2校庭を整備いたしました。児童

が第 2校庭を利用するにあたり、県道千葉ニュータウン南環

状線を横断するため、安全対策として警備員を 2名配置して

おりますが、同一学校敷地内で完結する他の学校とは異なる

学校環境となっております。また、令和 6年度から実施して

いる、原小学校の大規模化に伴う通学区域制度の弾力的運用

により、学区外へ通学する児童は、令和 6年度において 64

人、令和 7年度は、令和 6年 10月 31日現在で、新たに 60

人の申請が提出されております。 

続きまして裏面参考をご覧ください。表につきましては、

西の原中学校のシミュレーションとなってございます。条件

につきましては、原小学校と同一でございますので割愛させ

ていただきます。それでは説明いたします。まず、今後の生

徒数の予測でございます。西の原中学校におきましては、令

和 10年度から、過大規模校の 32学級となり、令和 14年度

にピークの 42学級を迎え、令和 18年度までは過大規模校の

状況が続き、令和 19年度から大規模校となる予測となって

おります。新設校の通学区域を小学校と同じ東の原地区とし

た場合、新設校におきましては、令和 6年度が小規模校の 6

学級、令和 11年度まで、小規模校の状況が続き、令和 12年

度から適正規模校の 12学級となり、令和 14年度から 15年

度にピークの 14学級を迎え、令和 16年度まで適正規模校の

状況が続きますが、令和 17年度から再び小規模校となる予

測となっております。分離後の西の原中学校におきまして

は、令和 6年度が適正規模校の 20学級、令和 10年度まで適

正規模校の状況が続き、令和 11年度から大規模校の 27学級

となり、令和 17年度にピークの 30学級を迎え、令和 18年

度まで大規模校の状況は続きますが、令和 19年度から適正

規模校となる予測となっております。 

続きまして課題でございますが、千葉県公立小中学校は、

学校規模別教職員配置に基づき、教職員が配置されておりま

すが、中学校においては、小規模化することにより、学級担

任以外の教員配置が少なくなり、配置される教員のみでは、

全教科の指導担当の配置ができないため、円滑な学校運営、

経営に支障がきたし、きめ細やかな指導をすることが極めて

困難となります。また、生徒にとって、多様な意見に触れる

機会や学びの機会が少なくなります。部活動では種目が少な
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く、自分のやりたい種目を選ぶことができない、学年が 1ク

ラスとなった場合、トラブル時のクラス替えができないなど

のデメリットが多くなることが想定されます。なお、令和 9

年度には、教室数が不足することから、令和 7年度から 8年

度にかけ、増築工事を予定しております。工事にあたり、校

庭に影響のない場所を予定していることから、校庭面積は基

準を満たしており、学校環境は現在の小倉台小学校や牧の原

小学校と同様であります。 

説明は以上でございます。 

 

藤代市長 

（議長） 

ありがとうございます。 

教育長から補足等ございますか。 

大丈夫ですか。 

 

渡邉教育長 はい。 

  

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私の方から補足ではないですけれども、ご説明をさせてい

ただきます。 

もともとこの問題については、長らく議論がされてきて、

いろいろな検討がされた中で、今まず、基本的には増築とい

う方向性で原小学校や西の原中学校でも検討されているとい

うことは理解をしているところです。 

一方で、先の市長選挙でも 6名の候補者がいましたけれど

も、当時の現職である板倉市長をはじめ、私の記憶が正しけ

れば、全員、小学校については、分離を進めるべきだという

方向性で公約を出されていたと理解をしています。当然なが

ら、他にも過大規模校と言われているところがあるわけです

けれども、今、グラウンドは道路を渡って行かれたり、安全

性には非常に気をつけながら、運営されているわけですけれ

ども、若干、他の学校と比べてもなかなか 1人 1人の子供た

ちに寄り添った学校づくりという観点で課題があるという中

で、こういった分離の議論が、市民の方々、保護者の方々の

中でも、また、市長選挙でもなされてきたということは理解

をしているところであります。 

そのような中で、これからどのような方向に進んでいくか

というところを改めて、今日の場を起点にして、しっかりと

公開の場で議論をしていければと考えたところであります。 

今、説明のあったこれまでの経緯と今後の推計について、委

員の方々から、意見や質問等々があれば、お願いします。 
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藤代市長 

（議長） 

寺田教育長職

務代理者 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

渡邉教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

寺田教育長職

務代理者 

 

藤代市長 

（「はい」との声） 

 

 

それでは、寺田教育長職務代理者お願いします。 

 

教育長に伺います。現状の原小学校に何か問題はあります

か。 

 

（「はい」との声） 

 

それでは、教育長お願いします。 

 

まず、施設面についてですけれども、以前、保護者の方々

から、子供たちのトイレが足りなくてちょっと休み時間が、

延びてしまうというか、並んでしまうとの情報が寄せられま

した。それに対しまして、原小学校の先生方が工夫して、学

年によって、授業の開始時間や終了時間を調整して、今やっ

てくださっているというところです。今、その点について

は、特に問題なくできているということを学校の方から聞い

ています。 

それから、体育館とか、グラウンドの問題もでていました

けれども、第 2校庭ができたことも加わりまして、年間の授

業計画をしっかり立てて、各学年とも必要な授業時間数を確

保して、利用できているところです。 

水泳の授業に関しては、今年度から、5・6年生の高学年が

民間のプールで、授業を実施しているところで、こちらも、

今は問題ないと考えております。以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

よろしいですかね。 

他にある方いらっしゃいますか。 

 

（「はい」との声） 

 

寺田教育長職務代理者。 

 

続いて申し訳ないですけど、今、印西市と同じような状況

がある市町村はどのようになっているのでしょうか。 

 

これは、どうしますか。教育長からございますか。学務課
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（議長） 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

長尾委員 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

学校適正配置

推進係長 

藤代市長 

（議長） 

長尾委員 

 

 

 

 

藤代市長 

の方からお願いします。 

 

令和 5年度に、流山市立小山小学校へ視察に行って参りま

した。令和 5年度時点で児童数が 1,700人。学級数も 48学

級となっておりますが、問題なく学校運営していると、校長

より説明を受け、また現地においても確認をさせていただい

ております。 

 

ありがとうございました。 

よろしいですか。 

その点に関して、私から質問で、その後小山小学校は特に

分離新設等の対応はとられていないのですか。 

 

こちらについては、分離新設等については、検討されてい

ないということで、そのままの状況で運営をしていると確認

をしております。 

 

はい。ありがとうございます。 

他にある方、挙手をお願いいたします。 

 

（「はい」との声） 

 

長尾委員。  

 

学務課にお聞きしたいのですが、流山市の小山小学校で

は、原小学校のように、学区外就学される児童は多いのです

か。 

 

それでは学務課からお願いします。 

 

学区外就学の希望者はないと聞いております。 

 

長尾委員。 

 

原小学校と小山小学校は、何が違って、学外就学者がいな

いのでしょうか。 

 

（「はい」との声） 

 

学務課。 
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（議長） 

学校適正配置

推進係長 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

まず、施設面の違いとしては、原小学校では第 2校庭を利

用するにあたって、先ほど申し上げた通り、県道を横断して

いますけれども、小山小学校は 1敷地内で対応できておりま

して、合わせて校庭面積も 7,200㎡確保できているというこ

とが、一番の違いかと考えられます。 

 

学務課にお伺いしたいのですが、逆に、うまくいっていた

ポイントというか、同じ敷地内にグラウンドがあることが普

通ではないですか。それを超えて、1,700人もの児童数を受

け入れられて、上手く運営をされているポイントみたいなも

ので、お気づきの点があれば、教えてください。 

 

（「はい」との声） 

 

学務課長。 

 

小山小学校を見るにあたって、その課題はどういうところ

にあるのかということで、そこにフォーカスをして、お伺い

をさせていただきました。その時の校長先生にお聞きしたの

ですけれども、これだけ児童の絶対数が多くなると、いわゆ

る、いろいろな特質をお持ちのお子さんが増えていくので

す。つまり、状況によっては、配慮を要するお子さん、通

常、配置された教員だけでは、なかなか難しいということを

言っていらっしゃいました。小山小学校、流山市教育委員会

は、どのように対応しているのかというと、市で採用した職

員に、そのような人的なサポートをお願いして、そのような

お子さんでも、大きな中でも、通常通りの学校生活ができる

ような体制を作っていると聞いておりまして、やはり、これ

だけ多くなってくれば、そういうところも必要なのかなと自

分は感じております。 

 

今の点を踏まえた上で、原小学校との比較において、原小

学校の場合は、その点いかがですかね。 

 

原小学校の場合は、学級数が 40を超えていないところで

して、市からの職員も 10名、それから県からの非常勤講師

も 1名ですので、基準で配置された教員以外のいわゆる大人

のサポートというものが、今、11名でできており、学校から

何か問題があるということは聞いておりませんので、今、何
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藤代市長 

（議長） 

 

 

 

渡邉教育長 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

渡邉教育長 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とかこれで対応できているかと考えております。 

 

学務課長からの説明に関して、教育長からコメントやお気

づきの点などがあれば、お願いいたします。我々も先日、小

学校に、2人で視察させていただいていますけども、いかが

でしょうか。 

 

学務課長が、今 11名ということで、数的に示していただ

きましたけど、学校の努力、工夫で何とか、それで学校経営

しております。これは、小学校に限らず、本当に子供たちの

様子は、多様化してきていますので、ありがたいということ

が校長の本音だと思います。そのような中で、今頑張ってく

れていると考えています。 

 

ある程度、流山の事例なんかも踏まえながら対応してい

る。印西市も当然ながら、特にスタッフの採用もしておりま

す。やはり、一番の違いで言いますと、学びの環境、インフ

ラ面での環境の違いが、一番大きいということですかね。 

 

そうですね。先ほども説明がありましたけども、同一敷地

内で完結していないというところは、大きい部分だと思いま

す。 

 

ありがとうございます 

他に質問、コメントなどがある方がいれば、挙手いただけ

ると幸いです。 

 

よろしいですかね。 

 

それでは今後の対応について、議論に入っていきたいと思

います。 

まず、1つ目、分離新設が 1つ大きな論点になってくるの

かと思いますけれども、分離新設を進めていった方がよいの

か、あるいは、現状の状況としては、先ほど説明がありまし

たけれども、学区外への通学というところに加えて、原小学

校については、令和 7年度から第 3期増築棟の供用が開始さ

れます。新しい増設される屋上には、サブグラウンドのよう

な子供たちが遊べる場所も整備されるということで、量的に

は対応できるような状況にはなってはいるのですけれども、

そのような状況を踏まえながら、今後、どうしていくべきな
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屋敷委員 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

学校適正配置

推進係長 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のかというところについて、ぜひ皆さんの忌憚ないご意見を

お聞かせいただけると幸いです。 

何かコメント等々、ご発言ある方、挙手いただければと思

います。まだ発言がない方で、何かご意見があれば、お願い

いたします。 

 

初歩的な質問で、申し訳ないのですけど、原小学校は、学

校人数が増えることを想定して作ったのですか。それとも、

違うところに学校をもう 1校作る予定で、それ以上は増えな

いと考えたのかどうか。 

 

これは、学務課から回答できますかね。 

それでは、担当課よりお願いいたします。 

 

原小学校につきましては、いわゆる地区計画で、そこに人

数が何人になるのかということで学校規模を決めています。

印西市内の特にニュータウン地区については、まちづくり

を、URと企業庁が主導でやってきましたので、そちらで人数

の方を想定した上で、学校を整備しております。今回、どう

してもそれ以上に人口が増えてしまったため、今回も含めま

して、3回目の増築を行っておりまして、人口に応じて、増

築を行ってきたという経緯があります。 

 

私から簡単に補足をさせていただきますと、皆さん、ご存

じかと思いますけれども、平成 15年に草深小学校が、かな

り児童数が減っているということで統廃合されました。後

に、市街化調整区域内での 40戸連たんによる宅地分譲が進

み、当時の市の状況としては、ここまでニーズが高くて、こ

んなに人が来てくれると思っていなかったのだと思います。

ただ、結果として、やはり住みやすい街ということでの評価

が高まっていく中で、当然ながら市街化区域における開発が

進んでいったわけですけれども、住宅用の適地がなくなって

きて、この連たん地域という原小学校区で言えば、特に南環

状線の南側での家の建築が進んでいき、結果として、市の推

計を超えた、人口流入であるとか、児童数の増加が進んでき

てしまった中で、原小学校も当初の想定から相当程度上振れ

をしている中で、今回までの第 3期増築というところまで進

んできたという経緯であると私も理解をしているところで

す。今の理解で何か、間違いの点や誤りがあれば、いかがで

すかね。大丈夫ですかね。 
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藤代市長 

（議長） 

長尾委員 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

学校適正配置

推進係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「はい」との声） 

 

長尾委員。 

 

これから、ますますこの学区外通学が増えていくのではな

いかと思うのですが、その中で、受け入れ先の小学校へ与え

る影響を市として想定していることがあれば伺いたいです。 

 

学務課よりお願いします。 

 

まず、受け入れ側の学校へ与える影響なのですが、どうし

ても学童クラブについては、かなり負担がかかっているとい

うことで報告受けております。具体的には、いには野小学校

については、全学年が入れていたのが、学年で制限がかかっ

てしまったというご意見をいただいております。保育課と協

力をいたしまして、教室の一部を学童クラブへと転用をしま

して、1学童クラブを新設して対応するという形をとってお

ります。 

あと、もう 1点、どうしても受け入れ先の学校にも、やは

り限界がございますので、今後については、制限がかかる学

校があるかと思います。現在は高花小学校、いには野小学

校、本埜小学校、また、船穂小学校は、小規模特認校制度を

使った上で受け入れしているところなのですが、令和 8年度

からは、いには野小学校の受け入れが厳しくなるかと思いま

すので、受け入れる学校については、制限ができてくるとい

うことが、課題としては挙げられます。ただ、どうしても兄

弟の間で、同じ学校に通いたいという保護者の方がいらっし

ゃいますので、いろいろな小学校であっても、優先的にこち

らの方を受け入れしようと考えているところでございます。 

 

今年度からバスでの学区外通学について、学務課で対応い

ただいていて、来年度に向けてさらにバスの増便というとこ

ろで、かなり無理を言い、学務課にもご尽力いただいている

ところではあるのですけれども、学務課からの説明でもあっ

た通り受け入れ先の学校の人数的制約、学童についても、か

なり増設をいろいろな学校でしていますけれども、市として

対応はしているところではあるのですけども、かなり限界を

迎えるのかなということで、市役所全体としても課題として

認識をしているところではあります。もともと学区外をある

程度、対応はしていますけれども、あくまでも当面の対応と
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藤代市長 

（議長） 

 

豊田委員 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

学校適正配置

推進係長 

 

豊田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校適正配置

推進係長 

 

 

 

 

 

 

 

いうところにとどまってしまうのかなというところは、市長

部局としても認識をしているところであります。 

他にいかがでしょうか。 

 

（「はい」との声） 

 

ありがとうございます。 

豊田委員。よろしくお願いします。 

 

原小学校の増設に関して、すでに国の定める基準より学級

数はかなり多くなっているような状況でございますけれど

も、これをずっとしばらくの間放置されているわけでござい

ますが、最もスピーディーに問題を対応していくためには、

市の考え、担当の考えとすれば、どのような方向性が一番よ

ろしいのか。お考えがあれば教えていただきたいです。 

 

学務課から答えそれから教育長から答えていただくか。 

それでは、学務課の方から。 

 

すみません。ご質問に対して質問して申し訳ないのです

が、手法という形なのでしょうか。 

 

どのような形がよいか、案がいくつか示されておりまし

た。そのような中で、いろいろな問題点があっていろいろな

施策対応もされているところだと思うのですけれども、やは

り短期間でこれを解決しなければいけないのではないかと私

は思うのですが、その辺で、今後、議会ですとか、いろいろ

説明されて、決定されていくことだと思うのですが、今の時

点、どのような形が一番よろしいのかということをお考えが

あれば、伺いたいと思います。 

 

少し、委員のご質問の内容とずれてしまうかもしれません

が、ずれてしまう点があった場合には、また補正をしていた

だければと思うのですが、現在、原小学校の対応として 6案

お示ししたという形になっておりますが、やはり分離新設校

を建てるということが一番よいということは、令和 4年度の

いわゆる推計結果報告の段階から、私どもでも認識している

ところでございます。ただ、どうしても原小学校の人数、児

童数の増加に、現在の教室数が追いついていないということ

から、第 3期増築棟の工事に決定したという形になっており
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藤代市長 

（議長） 

 

渡邉教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

渡邉教育長 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

ます。 

現時点では、土地の問題がございますので、その土地につ

いて、早急にどうにかしなくてはいけないという認識でござ

います。土地が確定できれば、手法については、他のところ

でも大規模対策として、他市の事例でも、工期短縮とか、や

っているところがございますので、そちらを参考にしていき

たいとは考えているところでございます。特にお隣の八千代

市さんについても緑ヶ丘で人口急増によって新しい学校を建

てておりまして、比較的短期に学校を着工して、施工まで見

通しがついておりますので、参考にさせていただきたいとは

考えているところでございます。 

 

ありがとうございます。 

教育長の方から、補足等々あれば、お願いいたします。 

 

今担当から説明がありましたけれども、これまで学校適正

配置審議会の中で、その過大規模校を解消するという方針に

ついて、まずは、通学区域の見直しとか、校舎の増築、それ

でもかなわなければ分離新設というようなことを前提にいろ

いろと検討してきまして、一番、最近の子供たちが入る教室

がないと大変なことになってしまうので、まずは増築、通学

区域を弾力的に対応していくしかないということでこれまで

やってきました。ですので、委員が先ほど質問された一番ス

ピーディーなのは現段階では、今、担当が言ったような課題

もたくさんまだ残っておりますので、それは少し申し上げら

れませんが、方向が決まれば、できるだけ速やかにという気

持ちではおります。 

 

教育長の方針としては、どういう方向性なのかというとこ

ろをもう少し、もし思いがあれば、お聞かせください。 

 

私個人としては先ほども言った、流山市の小学校との違い

もございますし、原小に関しては、より良い教育環境、今で

も何とか教育活動は続けられておりますけれども、さらに良

くということを考えますと、新設という方向で考えた方がよ

いのかなと思っています。 

 

ありがとうございます。 

学務課、また教育長からの発言も踏まえて、何かご意見

等々あれば、ぜひお願いいたします。 
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長尾委員 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

保護者代表として、いかがですか。 

 

先日、原小学校で、職員会議がリモートになるとお聞きし

ました。もし、またこの新しい分離施設を作ったとしたら、

さらに、職員室ができて、2ヶ所になった場合、どうなの

か。 

 

分離新設の場合は、分校という考え方もあるのですけれど

も、基本的には、新しい学校を作るということになりますの

で、そのような意味では、職員の方がリモートで会議をしな

ければいけないというところは、解消されるのかなと思いま

す。仮称ですけど、東の原小学校を作ることになれば、ある

程度そこは解消されるのかなと思います。私が答えてしまっ

て申し訳ありません。 

 

（「はい」との声） 

 

学務課長。 

 

今、長尾委員がおっしゃった、今度の第 3期増築で職員室

ができるということで、校長先生もそこを認識していまし

た。自分も、これからそこの職員室の運営については、真剣

に考えていかなくてはいけないと、共通理解を図ったところ

です。昨年度、京都に 50学級ある学校を見に行って、そこ

も 2つの職員室でやっているのですが、そこの運営の仕方を

参考に、校長先生にアドバイスをしたりしているところでは

あります。ですので、これはあくまでもその学校運営は校長

が決めることなのですけれども、教育委員会としても、学校

運営面で支障がきたさないように指導していきたいと考えて

おります。 

 

他にいかがでしょうかコメント等々、ご意見、コメントあ

る方、ご質問でも構いませんが、少し私の考えをお伝えさせ

ていただきます。 

私としては、市長選でも公約として書かれていましたけれ

ども、原則分離し、新しい学校をつくるという方向性かなと

思っているところです。今、最悪分離ができなかったとして

も対応できるような状況にはしていただいているという実態

があります。増築の校舎もありますし、仮に増築した後に、

例えば、先ほどの話にもあった、職員室が 2つに分かれて
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渡邉教育長 

 

 

も、うまく運営が回っていくような対応はしていただいてい

るところはあります。グランドについても分かれていますけ

れども、横断歩道のところを私も実際見てきましたけれど

も、委託でお任せした警備員の方が見守ってくれていますの

で、そのような意味では安全性についても確保されていると

思っています。ただ、過大規模校の状況が継続していると、

文科省の信義に則るのであれば、ある程度、新しい学校を作

るべき状況にあるというところもありますし、地域差はあり

ますけれども、小学校については、結構な数の保護者の方々

から新しい学校を作っていただきたいという声は私のところ

にも入ってきています。このような状況を鑑みると、なるべ

く、新しい学校を早いタイミングで作るということが、今後

の大きな方針になっていくのかなと、私としても考えている

ところです。ただし、令和 4年からずっと議論がされている

とおりで、用地の確保というところが、非常に今課題になっ

ていますので、この条件次第でありますけれども、仮に新し

い学校が作れなかったとしても、きちんと対応できるような

守りの体制をとりながら、1つ攻めの体制として、しっかり

と私が作りに行くというところに舵を切っていくということ

が、今求められているのかなと思っているところです。 

その時に、1点、私の中でもまだ議論として結論が出てい

ないところが西の原中学校の扱いです。今回、推計を見てい

ただいたらわかるとおり、小・中学校についても、原小学校

に行った子供たち、私立に行かない子供たちは、当然、その

中学校に上がっていきますので、その場合に、西の原中学校

が、時間差で、さらに大規模化が進んでいくということは、

実際問題としてあります。これに対して、市民の方の声とし

て、小・中連携ないしは、一貫校、義務教育学校みたいな言

い方もしますけれども、小・中、それぞれ分離新設して新し

いところに小・中で連携した学校を作ったらどうだという意

見をかなりいただいているところがあります。この点につい

ては、私の中で、まだ結論がないところもありますので、ぜ

ひ皆さんからのご意見をこの場で賜りたいと思います。何か

コメントであるとか、補足があれば、ぜひ、挙手いただけれ

ば幸いです。教育長、今の点について、教育行政に精通され

た上で、どうですか。 

 

先ほど、担当課から、この資料の参考のところに基づいて

説明があったとおりで、同じような説明になってしまいます

けれども、私の認識としては、この現状、過大規模校がこれ
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だけ、この表にあるような人数が続きますので、その生徒数

に対応できるだけの増築をこれからやる計画となっていま

す。プールを潰してということになりますけれども、ピーク

になっても子供たちは勉強する教室がないという事態は起こ

らない。それから、もう 1つは、西の原中学校のグラウンド

は狭くならない。そのようなところに増築をする計画です。 

そして、もう 1つは、シミュレーションにあるとおり、例

えば、東の原地区を学区とする中学校を一体的に作った場合

ですけれども、これを作るときに、見てわかるように、青い

部分の小規模校になる年数が、前後で出ていると思います。

過大にはなりません。大規模校となるのが何年かございます

けれども、この小規模、新しく作った学校が小規模校になる

ということのデメリットですが、これも先ほど説明がありま

したけれども、中学校は教科担任制ですので、小さな学校っ

ていうのは、いわゆるプラスの増置教員ですけれども、その

数が少なくなります。それから、各教科のすべての教科担任

が配置されるわけではなくなります。そうすると、もう学校

経営や学習指導面からも大きなデメリットが生じるというこ

とがあるのですね。ですから、私の考えとしては、やはり、

教室も入り、逆に教員が多く配置される大規模校。よく大き

な学校だと目が届かないのではないかというような話もあり

ますけど、決してそのようなことはない。逆に、多くの教員

が配置されますので、それだけの指導ができるのかなと考え

ています。ですから、私も西の原中学校については、分離す

る必要はないかなと考えています。 

 

整理すると、1つは、その増築した後のグラウンドについ

ては、従前どおり潰さずにできるというところと、また、小

学校と中学校の状況の違いで、小学校の場合は、担任の方々

が基本的には、各科目を教えられるが、中学校は、科目ごと

に教員の方々が配置される。数の面でいくと、新設校が小規

模校ということになってしまうと、どうしても先生の配置の

観点から、デメリットが生じてしまうというところですか

ね。 

 

他に質問であるとか、コメント等々ある方がもしいらっし

ゃれば、お願いいたします。 

 

（「はい」との声） 
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豊田委員。 

 

西の原中学校の関係が、今お話にありますけれども、教育

長のお話のとおり、増築について検討されていて、グラウン

を潰さず、プールの位置につくられる。そのようなお話です

けれども、その他に何か、特段問題になるようなことはない

ということでよろしいでしょうか。 

それと、市長さんが、先ほど一貫校の話をされておりまし

たけれども、適正配置計画の中で、例えば印旛中も一貫校に

なるような計画がされておりますけど、問題になってくるの

は結局、土地の取得ではないですか。そのような中で、尚

更、中学校、小学校を一貫校としてというような形になる

と、何か話がもっと難しくなりそうな気がするのですが、議

長、まず、1点目のその他のデメリットに関してですかね、

学務課から、何かあればお願いします。 

 

大きなデメリットにはならないと、自分は認識しているの

ですが、やはり、これだけ人数が多くなってきた場合、学校

全体での学校行事が、なかなか開催しにくい状況はあるので

はないかと思います。ですので、学年単位での学校行事であ

ったり、これも工夫になってくるわけなのですけども、その

ようなことが必要になってくる場合があることは、予想され

ます。ただ、それも工夫一つで、学校全体で、例えば、体育

祭はやっていこうということであれば、やはり子供たちの意

見を聞きながら、子供たちがこのような体育祭にしたいんだ

ということで、学校全体でできませんかというような子供た

ちからの提案がされれば、学校、校長になってくるかと思う

のですけれども、適切に判断してかなければいけないだろう

と思います。時と場合によっては、学校行事の面で、学年単

位での開催となってしまう場合もあるかなと自分の中では一

番予想されているところです。 

 

ありがとうございます。 

私も先日、西の原中学校にもお邪魔をさせていただきまし

て、一体的にきちんと運営ができるような増築がされるとい

う印象は受けました。プールについても、学校外で受けるよ

うな体制を整えているところでもあります。ただ、学務課か

らあったとおり、確かに行事がどうしても学年単位になって

しまうというところについて、確かにデメリットとしてある

のかなと私も感じるところですね。 
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あと、いくつか補足をさせていただくと、西の原中学校の

増築については、令和 9年度を目指して今進めていると理解

をしていますが、仮に新設校を作るにしても、まだ何年もか

かるのですよ。令和 9年度までということは無理なのです

よ。どう頑張ってもですね。今の西の原中学校の状況を踏ま

えると、校舎がもう足りなくなるので、どのみち、増築を令

和 9年度に向けてしないと間に合わない状況にあるのですよ

ね。今の時点で言っても令和 9年度に増築校舎がないと、中

学校の教室が足りなくなってしまうので、そのような意味で

は、仮に中学校も分離すると言う場合には、西の原中学校の

増設工事については、予定どおり行ったうえで、さらに新設

校を作りに行くということになってくるところです。 

あと、用地の話ですけれども、正直、委員のご指摘のとお

りでして、これは一番ネックです。その中で、中学校もとな

りますと、一体的に整備するとした場合に、やはり、追加的

な土地が必要なってきますので、小学校のみの整備と比べる

と、当然ながら必要な用地も大きくなり、そして選択肢も狭

まるということが事実としてあります。また、仮に民間の土

地を取得できた場合も、当然ながら追加的なコストが小学校

の場合よりはかかりますし、中学校の施設の部分についても

追加的なコストがかかってくるということですね。これは、

数億円の単位でないような金額が追加でかかってくるという

ことになってくるかと思いますね。 

 

そろそろ残り時間も 5分ぐらいですかね。 

 

これまでのお話を踏まえた上で、皆さんとしては、どのよ

うな方向でいくべきか、大規模校の分離という中で、原小学

校のみで対応していくのか、それとも、中学校も新設してい

くのかという点も含めて、ぜひ、それぞれ一言ずつコメント

いただけると幸いです。 

 

豊田委員から順番によろしいですか。 

 

とにかく、子供たちのために、スピーディーに対応してい

ただくことが一番だと考えております。それにはやはり、も

ろもろの諸事情、問題点がたくさんあると思いますので、そ

れを徐々に解決をしていただいて早期に対応していただきた

いと考えております。 

先ほど、加藤課長からお話がありましたとおり、昨年度、
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寺田教育長職

務代理者 

 

 

 

 

 

 

京都の小学校の視察に参加させていただきまして、そこは、

学校内で職員室がやはり 2つあって、そこでリモートですと

か、例えば、教頭先生が運営体制だとか、そういった横の繋

がりもそういった体制の中で、しっかりできておりましたの

で、そのような先進事例を検討していただいて、進めていた

だければと考えております。 

 

ありがとうございます。 

続いて屋敷委員お願いします。 

 

お話を聞いていまして、西の原中学校は、増築でうまく対

応できるのかなと思いました。また、原小学校に関しては、

敷地内への増設は結構いっぱいになってきているのかなと思

いました。ただ、できれば、これから入学されるような子供

さんたちに迷惑がかからないように話が進んでいくといいな

と思います。 

 

ありがとうございます。 

長尾委員、お願いします。 

 

本日はたくさん、ありがとうございました。 

どのように児童数が増えていくことがわかっていながら、

ここまで偏りがあるということまでは、想定がされていなか

ったと思うのですが、今、増築や新設校ができるというもの

がたくさん出ているのですが、このピークが過ぎた後に、ま

た余った教室ですとか、その校舎をどのように活用していく

のかというところもすごく重要だと思いますので、一緒に考

えていただけたらと思いました。ありがとうございました。 

 

ありがとうございます。 

それでは、寺田教育長職務代理者。 

 

新しい学校を作るという件ですけど、現状、ここ近い将来

には必要かなあと思います。ただ、問題は、令和 14年以降

のピークが過ぎたときに、今度は、急激に生徒が減るという

ことも計算に入れておかないといけない。作った以上は、廃

校するわけにいかないから、それを次にどう対応するかまで

は頭に入れて、もし作るなら考えないといけないと思いま

す。ただ、現状の問題は、多分作らなければならないのかな

と思います。 
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あと、問題は用地の買収と期間ですね。5年先につくっ

て、その時には、もうピークが過ぎているわけだから、時間

とその制約されている用地の買収や、あと、教育長の話にあ

った、先生の配置の問題とか、その辺も踏まえないと、新設

校を作るのは少し難しいのかなと思います。 

 

ありがとうございます。 

教育長、ぜひ、もう一度コメントをいただけますか。 

 

私の考えは、先ほど述べたとおりです。 

委員の皆さんの色々な意見とか、ご質問、それに対するお

答えなどを聞かせていただいて、ぜひ、小学校の分離新設と

いう方向でいくことが、これからの児童にとっても、一番良

いのかなと思っています。課長はじめ、事務方の皆さんも本

当に夜遅くまで、毎日考えてやってくれているので、何とか

良い方向に向けて、全力で取り組んで参りたいと思います。 

 

ありがとうございます。 

それでは、いろいろ悩ましいところはあるのですけれど

も、当然ながらコスト面ですね。今回、市長選のときに、各

候補者が政策を掲げたときに、裏付けとしてなかったのは、

何かというものが、コストなのですよ。当時の現職の方も含

めて、その当時、コストの算定は、そこまで正確にはしてい

なかったはずでして、コストを見たときに、物価高もありま

すし、相当程度高まっているという現状があります。ただ、

やはり、原小学校について、ある程度分離新設をしなければ

いけないところにあるのかなということが、やはり、今日の

議論を踏まえた上で、私の結論であります。 

一方で、西の原中学校については、足下のまず、環境、今

後の環境を踏まえた上でも、若干、原小学校とは、状況が違

うのかなというところですね。また、新設した場合に、どう

しても、新設校の生徒数が小規模校になることによって、逆

に、子供たちにとって、デメリットが生じてしまうというと

ころで、また追加的なコストがかかってしまうというところ

もあります。こういったところを踏まえると、まずは、原小

学校の分離というところを進めていくということが基本的な

方向性なのかなと私も考えているところです。 

また、期間のお話ですが、特に、ピークを過ぎた時の対応

をどうするのかという、寺田職務代理のコメントは、まさに

そのとおりだなと思っていまして、私案として、今思ってい
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ることは、ある程度期間を区切ってしまうというところで

す。例えば、開校してから 15年間の時限的な学校であると

いうことを開校時に明示をしてしまうこともございます。と

最後、結局揉めるのですけど、統廃合するときに、直前まで

どうなるのかわからないという中で、やはり自分が卒業した

学校であったり、地域の学校ということで、地域の方も受け

止めづらい側面があるのだと思うのですけれども、ある程

度、最初の段階からお伝えすることによって、少しばかり、

地域の方々の受けとめ方も変わってくるのかなというところ

は思っているところであります。 

また、中長期的に、跡地の活用について、今すぐは決めら

れないにしても、ある程度そのあたりについても、目算は持

った上で進んでいくということによって、ある程度市民の

方々に受け入れ可能なものになっていくのかなということが

私の考えであります。その上で、やはり用地の確保は、この

中に入ってみてよくわかったとしても、非常に難儀な課題で

はあります。 

あと、もう一つ、中学校も、分離新設してしまうと、土地

の選択肢も狭まってしまうので、それもあって、やはり中学

校はないかなと思っているところですね。その上でやはり土

地の確保が非常に難しいのです。条件もそうなのですが、タ

イミングとしては、やはり寺田職務代理から、コメント、指

摘がありましたとおり、令和 10年度が一応、原小学校にお

いてピークになっていきますので、そこに間に合わなかった

としてもそれに近しいタイミングで開校を目指すという前提

で進めていくということが大前提で、その上で、土地の選択

肢の中で、可能性を追求していくと、逆にその土地の確保と

いうところは最後までできなければ、もう最低限ではないで

すけれども、ある程度は小学校の方でも、生徒数が増えたと

しても受けられる体制は整えていただいているので、土地の

確保ができなかった場合においては、その現状の話を学校の

環境を良くしていくという方向性もオプションとして、選択

としては、持っておかざるを得ないのかなというところは考

えているところですね。ただ、当然ながら土地の確保を含め

た分離新設に向けて全力を尽くしていくということかなと思

っています。その上で、今後のスケジュール感とか跡地の確

保等々について、学務課から何かお伝えできることがありま

すか。 

なければ、その点は、私の方からお話できるところまでお

話をさせていただきますと、土地の確保については、水面下
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で、市としても、今動いているところであります。大きな選

択肢としては、市街化区域内や市街化調整区域における民

地、民間の方々が保有されている土地ですけど、法人ない

し、個人を問わずですけれども、市のいわゆる公園、この辺

りがやはり選択肢になってくるのかなと思っています。た

だ、それぞれ、やはり非常に課題がありまして、民間の土地

であれば、当然ながら相手方の問題もあります。価格の面も

ありますし、条件面もあります。特に価格、その他条件につ

いては、当然ながら、市税を投入するような話ですので、市

民の方々に説明がつくようなお値段、また条件でなければ、

当然ながら進めることは難しいだろうなと思っているところ

です。 

一方で、市の公園について、特定のところとは言いません

けれども、当然ながら、周辺にはお住まいの方々もいらっし

ゃいますし、またその公園を一つ転用するということになる

と当然ながら、その公園を使っている方々との関係もあっ

て、一度は、その選択肢について、過去の経緯の中で、選択

肢から下がった経緯があります。また、都市公園法ないし、

都市計画法上、それが県や国から認められるかといったとこ

ろもハードルとしてあるのだろうと思っています。そのよう

な中で、先ほど教育長からもありましたけれども、相当程

度、教育委員会の中でも、また、教育委員会の外側でも相当

な数の職員の方々が、かなり夜遅くまで働いていただきなが

ら、検討、交渉、調整をしていただいているというところも

ありますので、その辺りは、予断を許さないところがかなり

あるというところかなと思っているところですね。 

あともう一つ、今後のコミュニケーションの進め方という

ところで早い段階で、保護者の方々、特に、原小学校の学区

の方々、また、これから小学校に上がっていかれるお子さん

たちの保護者の方々を対象とした説明会ではなくて、意見交

換会として、まだ生煮えの点、決定しない点が非常に多いで

すけれども、今日、話したような議論の内容を踏まえた上

で、保護者の方々とは意見交換の場を緊急に持たせていただ

きたいと思っているところですね。 

 

その他、何か事務局から補足で伝えておいたほうがよいこと

があれば、どうぞ。 

よろしいですかね。 

 

（「はい」との声） 
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それでは、議題 1の原小学校大規模校の対応については、

以上とさせていただきます。 

本日の議事は終了しましたので、進行を事務局の方にお戻

しをさせていただきます。 

 

企画政策課長 

（進行） 

 

 

 

企画政策課 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

もうしばらくお時間をいただきたいと思います。 

次第の 4のその他でございますが、事務局の方から説明を

させていただきます。 

 

資料の印西市教育大綱策定スケジュールをご覧ください。 

印西市教育大綱につきましては、地方教育行政組織及び運

営に関する法律に基づき、市の教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策を展開していくための指針としまして、

策定に際して、この総合教育会議において、協議するものと

なっております。現在の教育大綱の対象期間が令和 7年度ま

でということですので、来年度、新たな教育大綱の策定を予

定しております。策定に際してのスケジュールでございます

が、印西市総合計画と整合性を図りつつ策定して参りたいと

考えておりまして、現在、印西総合計画を策定しておりまし

て、その進捗状況に合わせまして、次年度、会議を開催して

いきたいと考えております。具体的には、令和 7年の 6月ご

ろに基本方針を示しまして、1月ごろ策定素案を、翌年の令

和 8年 3月には策定案を協議いただいた上で、大綱の決定及

び公表をしたいと考えておりますので、あらかじめ、ご理解

ご協力の程、よろしくお願いしたいと思います。 

ご連絡は以上でございます。 

 

若干よろしいですか。 

教育大綱について、令和 8年度、新しいものが始まるとい

うことで、教育行政における一番大事な分掌であると主張し

ているところであります。最近は、様々な自治体が大綱づく

りに非常に力を入れていて、先進地を含めて様々な取り組み

をされているかと思いますので、そのような例も参考にしな

がら、ぜひ皆さんと良いものを作っていければとそのように

考えております。場合によっては、大綱という堅苦しい文言

にとらわれず作っている自治体がありますので、そのような

例も参考にしながら、それこそ、他の自治体だと、この教育

総合会議の場に、大綱づくりのときに外部の有識者をお呼び

して講演していただいたりとか、そのようなことをやってい
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企画政策課長 

（進行） 

 

 

 

る自治体もありますので、そのあたり、今後、担当課とも相

談をしながら、皆さんのご支援をうまくいただけるような形

で進めていければと思いますので、引き続きご協力をいただ

ければ、幸いです。 

戻します。 

 

この件に関しまして、委員の皆さまから何かございますでし

ょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」との声） 

 

それでは以上をもちまして令和 6年度第 1回印西市総合教

育会議を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 (午後２時４０分) 

 

印西市総合教育会議設置要綱第８条の規定により、上記会議録は、事実と相違

ないことをここに承認する。 

 

令和６年１１月２０日  印西市教育委員会委員  寺 田  充 良  


